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図書館法（抜粋）   

昭和 25年 4月 30日法律第 118号 

最終改正：令和5年12月 13日法律第86号 

 

第一章 総則 

 

（この法律の目的） 

第一条 この法律は、社会教育法（昭和二十四年法律第二百七号）の精神に基き、図書館の

設置及び運営に関して必要な事項を定め、その健全な発達を図り、もつて国民の教育と文

化の発展に寄与することを目的とする。 

 

（定義） 

第二条 この法律において「図書館」とは、図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保

存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーシヨン等に資することを目

的とする施設で、地方公共団体、日本赤十字社又は一般社団法人若しくは一般財団法人

が設置するもの（学校に附属する図書館又は図書室を除く。）をいう。 

２ 前項の図書館のうち、地方公共団体の設置する図書館を公立図書館といい、日本赤十字

社又は一般社団法人若しくは一般財団法人の設置する図書館を私立図書館という。 

 

（図書館奉仕） 

第三条 図書館は、図書館奉仕のため、土地の事情及び一般公衆の希望に沿い、更に学校教

育を援助し、及び家庭教育の向上に資することとなるように留意し、おおむね次に掲げる事

項の実施に努めなければならない。 

一 郷土資料、地方行政資料、美術品、レコード及びフィルムの収集にも十分留意して、図書、

記録、視聴覚教育の資料その他必要な資料（電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その

他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。）を含む。以下

「図書館資料」という。）を収集し、一般公衆の利用に供すること。 

二 図書館資料の分類排列を適切にし、及びその目録を整備すること。 

三 図書館の職員が図書館資料について十分な知識を持ち、その利用のための相談に応ずる

ようにすること。 

四 他の図書館、国立国会図書館、地方公共団体の議会に附置する図書室及び学校に附属

する図書館又は図書室と緊密に連絡し、協力し、図書館資料の相互貸借を行うこと。 

五 分館、閲覧所、配本所等を設置し、及び自動車文庫、貸出文庫の巡回を行うこと。 

六 読書会、研究会、鑑賞会、映写会、資料展示会等を主催し、及びこれらの開催を奨励するこ

と。 

七 時事に関する情報及び参考資料を紹介し、及び提供すること。 
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八 社会教育における学習の機会を利用して行つた学習の成果を活用して行う教育活動その

他の活動の機会を提供し、及びその提供を奨励すること。 

九 学校、博物館、公民館、研究所等と緊密に連絡し、協力すること。 

 

（司書及び司書補） 

第四条 図書館に置かれる専門的職員を司書及び司書補と称する。 

２ 司書は、図書館の専門的事務に従事する。 

３ 司書補は、司書の職務を助ける。 

 

（司書及び司書補の資格） 

第五条 次の各号のいずれかに該当する者は、司書となる資格を有する。 

一 大学を卒業した者（専門職大学の前期課程を修了した者を含む。次号において同じ。）で

大学において文部科学省令で定める図書館に関する科目を履修したもの 

二 大学又は高等専門学校を卒業した者で次条の規定による司書の講習を修了したもの 

三 次に掲げる職にあつた期間が通算して三年以上になる者で次条の規定による司書の講習

を修了したもの 

イ 司書補の職 

ロ 国立国会図書館又は大学若しくは高等専門学校の附属図書館における職で司書補の職

に相当するもの 

ハ ロに掲げるもののほか、官公署、学校又は社会教育施設における職で社会教育主事、学芸

員その他の司書補の職と同等以上の職として文部科学大臣が指定するもの 

２ 次の各号のいずれかに該当する者は、司書補となる資格を有する。 

一 司書の資格を有する者 

二 学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第九十条第一項の規定により大学に入学

することのできる者で次条の規定による司書補の講習を修了したもの 

 

（司書及び司書補の講習） 

第六条 司書及び司書補の講習は、大学が、文部科学大臣の委嘱を受けて行う。 

２ 司書及び司書補の講習に関し、履修すべき科目、単位その他必要な事項は、文部科学省令

で定める。ただし、その履修すべき単位数は、十五単位を下ることができない。 

 

（司書及び司書補の研修） 

第七条 文部科学大臣及び都道府県の教育委員会は、司書及び司書補に対し、その資質の

向上のために必要な研修を行うよう努めるものとする。 

 

（設置及び運営上望ましい基準） 

第七条の二 文部科学大臣は、図書館の健全な発達を図るために、図書館の設置及び運営上

望ましい基準を定め、これを公表するものとする。 
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（運営の状況に関する評価等） 

第七条の三 図書館は、当該図書館の運営の状況について評価を行うとともに、その結果に基

づき図書館の運営の改善を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

 

（運営の状況に関する情報の提供） 

第七条の四 図書館は、当該図書館の図書館奉仕に関する地域住民その他の関係者の理解

を深めるとともに、これらの者との連携及び協力の推進に資するため、当該図書館の運営の

状況に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。 

 

（協力の依頼） 

第八条 都道府県の教育委員会は、当該都道府県内の図書館奉仕を促進するために、市（特

別区を含む。以下同じ。）町村の教育委員会（地方教育行政の組織及び運営に関する法律

（昭和三十一年法律第百六十二号）第二十三条第一項の条例の定めるところによりその

長が図書館の設置、管理及び廃止に関する事務を管理し、及び執行することとされた地方

公共団体（第十三条第一項において「特定地方公共団体」という。）である市町村にあつて

は、その長又は教育委員会）に対し、総合目録の作製、貸出文庫の巡回、図書館資料の相

互貸借等に関して協力を求めることができる。 

 

（公の出版物の収集） 

第九条 政府は、都道府県の設置する図書館に対し、官報その他一般公衆に対する広報の用

に供せられる独立行政法人国立印刷局の刊行物を二部提供するものとする。 

２ 国及び地方公共団体の機関は、公立図書館の求めに応じ、これに対して、それぞれの発行

する刊行物その他の資料を無償で提供することができる。 

 

第二章 公立図書館 

 

（設置） 

第十条 公立図書館の設置に関する事項は、当該図書館を設置する地方公共団体の条例で

定めなければならない。 

第十一条及び第十二条 削除〔昭和六〇年七月法律九〇号〕 

 

（職員） 

第十三条 公立図書館に館長並びに当該図書館を設置する地方公共団体の教育委員会（特

定地方公共団体の長がその設置、管理及び廃止に関する事務を管理し、及び執行すること

とされた図書館（第十五条において「特定図書館」という。）にあつては、当該特定地方公共

団体の長）が必要と認める専門的職員、事務職員及び技術職員を置く。 
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２ 館長は、館務を掌理し、所属職員を監督して、図書館奉仕の機能の達成に努めなければな

らない。 

 

（図書館協議会） 

第十四条 公立図書館に図書館協議会を置くことができる。 

２ 図書館協議会は、図書館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに、図書館の行う図書館

奉仕につき、館長に対して意見を述べる機関とする。 

第十五条 図書館協議会の委員は、当該図書館を設置する地方公共団体の教育委員会（特

定図書館に置く図書館協議会の委員にあつては、当該地方公共団体の長）が任命する。 

第十六条 図書館協議会の設置、その委員の任命の基準、定数及び任期その他図書館協議

会に関し必要な事項については、当該図書館を設置する地方公共団体の条例で定めなけ

ればならない。この場合において、委員の任命の基準については、文部科学省令で定める

基準を参酌するものとする。 

 

（入館料等） 

第十七条 公立図書館は、入館料その他図書館資料の利用に対するいかなる対価をも徴収し

てはならない。 

第十八条及び第十九条 削除〔平成二〇年六月法律五九号〕 

 

（図書館の補助） 

第二十条 国は、図書館を設置する地方公共団体に対し、予算の範囲内において、図書館の

施設、設備に要する経費その他必要な経費の一部を補助することができる。 

２ 前項の補助金の交付に関し必要な事項は、政令で定める。 

第二十一条及び第二十二条 削除〔平成一一年七月法律八七号〕 

第二十三条 国は、第二十条の規定による補助金の交付をした場合において、左の各号の一

に該当するときは、当該年度におけるその後の補助金の交付をやめるとともに、既に交付し

た当該年度の補助金を返還させなければならない。 

一 図書館がこの法律の規定に違反したとき。 

二 地方公共団体が補助金の交付の条件に違反したとき。 

三 地方公共団体が虚偽の方法で補助金の交付を受けたとき。 

 

第三章 私立図書館 

 

第二十四条 削除〔昭和四二年八月法律一二〇号〕 

 

（都道府県の教育委員会との関係） 

第二十五条 都道府県の教育委員会は、私立図書館に対し、指導資料の作製及び調査研究

のために必要な報告を求めることができる。 
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２ 都道府県の教育委員会は、私立図書館に対し、その求めに応じて、私立図書館の設置及び

運営に関して、専門的、技術的の指導又は助言を与えることができる。 

（国及び地方公共団体との関係） 

第二十六条 国及び地方公共団体は、私立図書館の事業に干渉を加え、又は図書館を設置す

る法人に対し、補助金を交付してはならない。 

第二十七条 国及び地方公共団体は、私立図書館に対し、その求めに応じて、必要な物資の

確保につき、援助を与えることができる。 

 

（入館料等） 

第二十八条 私立図書館は、入館料その他図書館資料の利用に対する対価を徴収することが

できる。 

 

（図書館同種施設） 

第二十九条 図書館と同種の施設は、何人もこれを設置することができる。 

２ 第二十五条第二項の規定は、前項の施設について準用する。 
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子どもの読書活動の推進に関する法律 

平成 13年 12月 12日法律第 154号 

 

（目的） 

第一条 この法律は、子どもの読書活動の推進に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公

共団体の責務等を明らかにするとともに、子どもの読書活動の推進に関する必要な事項を

定めることにより、子どもの読書活動の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、も

って子どもの健やかな成長に資することを目的とする。 

 

（基本理念） 

第二条 子ども（おおむね十八歳以下の者をいう。以下同じ。）の読書活動は、子どもが、言葉

を学び、感性を磨き、表現力を高め、創造力を豊かなものにし、人生をより深く生きる力を身

に付けていく上で欠くことのできないものであることにかんがみ、すべての子どもがあらゆる

機会とあらゆる場所において自主的に読書活動を行うことができるよう、積極的にそのため

の環境の整備が推進されなければならない。 

 

（国の責務） 

第三条 国は、前条の基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、子どもの読書活動の推

進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 

 

（地方公共団体の責務） 

第四条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の実情を踏

まえ、子どもの読書活動の推進に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。 

 

（事業者の努力） 

第五条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、基本理念にのっとり、子どもの読書活動

が推進されるよう、子どもの健やかな成長に資する書籍等の提供に努めるものとする。 

 

（保護者の役割） 

第六条 父母その他の保護者は、子どもの読書活動の機会の充実及び読書活動の習慣化に

積極的な役割を果たすものとする。 

 

（関係機関等との連携強化） 

第七条 国及び地方公共団体は、子どもの読書活動の推進に関する施策が円滑に実施される

よう、学校、図書館その他の関係機関及び民間団体との連携の強化その他必要な体制の

整備に努めるものとする。 
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（子ども読書活動推進基本計画） 

第八条 政府は、子どもの読書活動の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るた

め、子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画（以下「子ども読書活動推進基本計画」

という。）を策定しなければならない。 

２ 政府は、子ども読書活動推進基本計画を策定したときは、遅滞なく、これを国会に報告する

とともに、公表しなければならない。 

３ 前項の規定は、子ども読書活動推進基本計画の変更について準用する。 

 

（都道府県子ども読書活動推進計画等） 

第九条 都道府県は、子ども読書活動推進基本計画を基本とするとともに、当該都道府県にお

ける子どもの読書活動の推進の状況等を踏まえ、当該都道府県における子どもの読書活動

の推進に関する施策についての計画（以下「都道府県子ども読書活動推進計画」という。）

を策定するよう努めなければならない。 

２ 市町村は、子ども読書活動推進基本計画（都道府県子ども読書活動推進計画が策定され

ているときは、子ども読書活動推進基本計画及び都道府県子ども読書活動推進計画）を基

本とするとともに、当該市町村における子どもの読書活動の推進の状況等を踏まえ、当該市

町村における子どもの読書活動の推進に関する施策についての計画（以下「市町村子ども

読書活動推進計画」という。）を策定するよう努めなければならない。 

３ 都道府県又は市町村は、都道府県子ども読書活動推進計画又は市町村子ども読書活動

推進計画を策定したときは、これを公表しなければならない。 

４ 前項の規定は、都道府県子ども読書活動推進計画又は市町村子ども読書活動推進計画

の変更について準用する。 

 

（子ども読書の日） 

第十条 国民の間に広く子どもの読書活動についての関心と理解を深めるとともに、子どもが

積極的に読書活動を行う意欲を高めるため、子ども読書の日を設ける。 

２ 子ども読書の日は、四月二十三日とする。 

３ 国及び地方公共団体は、子ども読書の日の趣旨にふさわしい事業を実施するよう努めなけ

ればならない。 

 

（財政上の措置等） 

第十一条 国及び地方公共団体は、子どもの読書活動の推進に関する施策を実施するため必

要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。 

 

附 則 

この法律は、公布の日から施行する。 
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文字・活字文化振興法 

平成 17年 7月 29日法律第 91号 

 

（目的） 

第一条 この法律は、文字・活字文化が、人類が長い歴史の中で蓄積してきた知識及び知恵

の継承及び向上、豊かな人間性の涵養並びに健全な民主主義の発達に欠くことのできな

いものであることにかんがみ、文字・活字文化の振興に関する基本理念を定め、並びに国及

び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、文字・活字文化の振興に関する必要な事

項を定めることにより、我が国における文字・活字文化の振興に関する施策の総合的な推

進を図り、もって知的で心豊かな国民生活及び活力ある社会の実現に寄与することを目的

とする。 

 

（定義） 

第二条 この法律において「文字・活字文化」とは、活字その他の文字を用いて表現されたもの

（以下この条において「文章」という。）を読み、及び書くことを中心として行われる精神的な

活動、出版活動その他の文章を人に提供するための活動並びに出版物その他のこれらの

活動の文化的所産をいう。 

 

（基本理念） 

第三条 文字・活字文化の振興に関する施策の推進は、すべての国民が、その自主性を尊重さ

れつつ、生涯にわたり、地域、学校、家庭その他の様々な場において、居住する地域、身体的

な条件その他の要因にかかわらず、等しく豊かな文字・活字文化の恵沢を享受できる環境

を整備することを旨として、行われなければならない。 

２ 文字・活字文化の振興に当たっては、国語が日本文化の基盤であることに十分配慮されな

ければならない。 

３ 学校教育においては、すべての国民が文字・活字文化の恵沢を享受することができるように

するため、その教育の課程の全体を通じて、読む力及び書く力並びにこれらの力を基礎とす

る言語に関する能力（以下「言語力」という。）の涵養に十分配慮されなければならない。 

 

（国の責務） 

第四条 国は、前条の基本理念（次条において「基本理念」という。）にのっとり、文字・活字文

化の振興に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 

 

（地方公共団体の責務） 

第五条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の実情を踏

まえ、文字・活字文化の振興に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。 
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（関係機関等との連携強化） 

第六条 国及び地方公共団体は、文字・活字文化の振興に関する施策が円滑に実施されるよ

う、図書館、教育機関その他の関係機関及び民間団体との連携の強化その他必要な体制

の整備に努めるものとする。 

 

（地域における文字・活字文化の振興） 

第七条 市町村は、図書館奉仕に対する住民の需要に適切に対応できるようにするため、必要

な数の公立図書館を設置し、及び適切に配置するよう努めるものとする。 

２ 国及び地方公共団体は、公立図書館が住民に対して適切な図書館奉仕を提供することが

できるよう、司書の充実等の人的体制の整備、図書館資料の充実、情報化の推進等の物的

条件の整備その他の公立図書館の運営の改善及び向上のために必要な施策を講ずるも

のとする。 

３ 国及び地方公共団体は、大学その他の教育機関が行う図書館の一般公衆への開放、文

字・活字文化に係る公開講座の開設その他の地域における文字・活字文化の振興に貢献

する活動を促進するため、必要な施策を講ずるよう努めるものとする。 

４ 前三項に定めるもののほか、国及び地方公共団体は、地域における文字・活字文化の振興

を図るため、文字・活字文化の振興に資する活動を行う民間団体の支援その他の必要な施

策を講ずるものとする。 

 

（学校教育における言語力の涵養） 

第八条 国及び地方公共団体は、学校教育において言語力の涵養が十分に図られるよう、効

果的な手法の普及その他の教育方法の改善のために必要な施策を講ずるとともに、教育

職員の養成及び研修の内容の充実その他のその資質の向上のために必要な施策を講ず

るものとする。 

２ 国及び地方公共団体は、学校教育における言語力の涵養に資する環境の整備充実を図る

ため、司書教諭及び学校図書館に関する業務を担当するその他の職員の充実等の人的体

制の整備、学校図書館の図書館資料の充実及び情報化の推進等の物的条件の整備等に

関し必要な施策を講ずるものとする。 

 

（文字・活字文化の国際交流） 

第九条 国は、できる限り多様な国の文字・活字文化が国民に提供されるようにするとともに我

が国の文字・活字文化の海外への発信を促進するため、我が国においてその文化が広く知

られていない外国の出版物の日本語への翻訳の支援、日本語の出版物の外国語への翻訳

の支援その他の文字・活字文化の国際交流を促進するために必要な施策を講ずるものとす

る。 

（学術的出版物の普及） 

第十条 国は、学術的出版物の普及が一般に困難であることにかんがみ、学術研究の成果に

ついての出版の支援その他の必要な施策を講ずるものとする。 
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（文字・活字文化の日） 

第十一条 国民の間に広く文字・活字文化についての関心と理解を深めるようにするため、文

字・活字文化の日を設ける。 

２ 文字・活字文化の日は、十月二十七日とする。 

３ 国及び地方公共団体は、文字・活字文化の日には、その趣旨にふさわしい行事が実施され

るよう努めるものとする。 

 

（財政上の措置等） 

第十二条 国及び地方公共団体は、文字・活字文化の振興に関する施策を実施するため必要

な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。 

 

附 則 

この法律は、公布の日から施行する。 
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図書館の設置及び運営上の望ましい基準（抜粋） 

平成 24年 12月 19日文部科学省告示第 172号 

最終改正：令和元年6月7日文部科学省告示第 9号 

 

第一 総則 

一 趣旨 

① この基準は、図書館法（昭和二十五年法律第百十八号。以下「法」という。）第七条の二の

規定に基づく図書館の設置及び運営上の望ましい基準であり、図書館の健全な発展に資

することを目的とする。 

② 図書館は、この基準を踏まえ、法第三条に掲げる事項等の図書館サービスの実施に努め

なければならない。 

 

二 設置の基本 

① 市（特別区を含む。以下同じ。）町村は、住民に対して適切な図書館サービスを行うことが

できるよう、住民の生活圏、図書館の利用圏等を十分に考慮し、市町村立図書館及び分館

等の設置に努めるとともに、必要に応じ移動図書館の活用を行うものとする。併せて、市町

村立図書館と公民館図書室等との連携を推進することにより、当該市町村の全域サービス

網の整備に努めるものとする。 

② 都道府県は、都道府県立図書館の拡充に努め、住民に対して適切な図書館サービスを行

うとともに、図書館未設置の町村が多く存在することも踏まえ、当該都道府県内の図書館サ

ービスの全体的な進展を図る観点に立って、市町村に対して市町村立図書館の設置及び

運営に関する必要な指導・助言等を行うものとする。 

③ 公立図書館（法第二条第二項に規定する公立図書館をいう。以下同じ。）の設置に当たっ

ては、サービス対象地域の人口分布と人口構成、面積、地形、交通網等を勘案して、適切な

位置及び必要な図書館施設の床面積、蔵書収蔵能力、職員数等を確保するよう努めるもの

とする。 

 

三 運営の基本 

① 図書館の設置者は、当該図書館の設置の目的を適切に達成するため、司書及び司書補の

確保並びに資質・能力の向上に十分留意しつつ、必要な管理運営体制の構築に努めるも

のとする。 

② 市町村立図書館は、知識基盤社会における知識・情報の重要性を踏まえ、資料（電磁的記

録を含む。以下同じ。）や情報の提供等の利用者及び住民に対する直接的なサービスの実

施や、読書活動の振興を担う機関として、また、地域の情報拠点として、利用者及び住民の

要望や社会の要請に応え、地域の実情に即した運営に努めるものとする。 

③ 都道府県立図書館は、前項に規定する事項に努めるほか、住民の需要を広域的かつ総合

的に把握して、資料及び情報を体系的に収集、整理、保存及び提供すること等を通じて、市
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町村立図書館に対する円滑な図書館運営の確保のための援助に努めるとともに、当該都

道府県内の図書館間の連絡調整等の推進に努めるものとする。 

④ 私立図書館（法第二条第二項に規定する私立図書館をいう。以下同じ。）は、当該図書館

を設置する法人の目的及び当該図書館の設置の目的に基づき、広く公益に資するよう運営

を行うことが望ましい。 

⑤ 図書館の設置者は、当該図書館の管理を他の者に行わせる場合には、当該図書館の事業

の継続的かつ安定的な実施の確保、事業の水準の維持及び向上、司書及び司書補の確保

並びに資質・能力の向上等が図られるよう、当該管理者との緊密な連携の下に、この基準

に定められた事項が確実に実施されるよう努めるものとする。 

 

四 連携・協力 

① 図書館は、高度化・多様化する利用者及び住民の要望に対応するとともに、利用者及び住

民の学習活動を支援する機能の充実を図るため、資料や情報の相互利用などの他の施

設・団体等との協力を積極的に推進するよう努めるものとする。 

② 図書館は、前項の活動の実施に当たっては、図書館相互の連携のみならず、国立国会図

書館、地方公共団体の議会に附置する図書室、学校図書館及び大学図書館等の図書施設、

学校、博物館及び公民館等の社会教育施設、関係行政機関並びに民間の調査研究施設

及び民間団体等との連携にも努めるものとする。 

 

五 著作権等の権利の保護 

図書館は、その運営に当たって、職員や利用者が著作権法（昭和四十五年法律第四十八

号）その他の法令に規定する権利を侵害することのないよう努めるものとする。 

 

六 危機管理 

① 図書館は、事故、災害その他非常の事態による被害を防止するため、当該図書館の特性を

考慮しつつ、想定される事態に係る危機管理に関する手引書の作成、関係機関と連携した

危機管理に関する訓練の定期的な実施その他の十分な措置を講じるものとする。 

② 図書館は、利用者の安全の確保のため、防災上及び衛生上必要な設備を備えるものとす

る。 

 

第二 公立図書館 

一 市町村立図書館 

１ 管理運営 

(一) 基本的運営方針及び事業計画 

① 市町村立図書館は、その設置の目的を踏まえ、社会の変化や地域の実情に応じ、当該図

書館の事業の実施等に関する基本的な運営の方針（以下「基本的運営方針」という。）を

策定し、公表するよう努めるものとする。 
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② 市町村立図書館は、基本的運営方針を踏まえ、図書館サービスその他図書館の運営に関

する適切な指標を選定し、これらに係る目標を設定するとともに、事業年度ごとに、当該事業

年度の事業計画を策定し、公表するよう努めるものとする。 

③ 市町村立図書館は、基本的運営方針並びに前項の指標、目標及び事業計画の策定に当

たっては、利用者及び住民の要望並びに社会の要請に十分留意するものとする。 

 

(二) 運営の状況に関する点検及び評価等 

① 市町村立図書館は、基本的運営方針に基づいた運営がなされることを確保し、その事業の

水準の向上を図るため、各年度の図書館サービスその他図書館の運営の状況について、

(一)の②の目標及び事業計画の達成状況等に関し自ら点検及び評価を行うよう努めなけ

ればならない。 

② 市町村立図書館は、前項の点検及び評価のほか、当該図書館の運営体制の整備の状況

に応じ、図書館協議会（法第十四条第一項に規定する図書館協議会をいう。以下同じ。）の

活用その他の方法により、学校教育又は社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活

動を行う者、図書館の事業に関して学識経験のある者、図書館の利用者、住民その他の関

係者・第三者による評価を行うよう努めるものとする。 

③ 市町村立図書館は、前二項の点検及び評価の結果に基づき、当該図書館の運営の改善

を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

④ 市町村立図書館は、第一項及び第二項の点検及び評価の結果並びに前項の措置の内容

について、インターネットその他の高度情報通信ネットワーク（以下「インターネット等」とい

う。）をはじめとした多様な媒体を活用すること等により、積極的に公表するよう努めなけれ

ばならない。 

 

(三) 広報活動及び情報公開 

市町村立図書館は、当該図書館に対する住民の理解と関心を高め、利用者の拡大を図る

ため、広報紙等の定期的な刊行やインターネット等を活用した情報発信等、積極的かつ計画

的な広報活動及び情報公開に努めるものとする。 

 

(四) 開館日時等 

市町村立図書館は、利用者及び住民の利用を促進するため、開館日・開館時間の設定に

当たっては、地域の実情や利用者及び住民の多様な生活時間等に配慮するものとする。また、

移動図書館を運行する場合は、適切な周期による運行等に努めるものとする。 

 

(五) 図書館協議会 

① 市町村教育委員会（法第八条に規定する特定地方公共団体である市町村の長がその設

置、管理及び廃止に関する事務を管理し、及び執行することとされた図書館にあっては、当

該市町村の長。以下同じ。）は、図書館協議会を設置し、地域の実情を踏まえ、利用者及び

住民の要望を十分に反映した図書館の運営がなされるよう努めるものとする。 
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② 図書館協議会の委員には、法第十六条の規定により条例で定める委員の任命の基準に

従いつつ、地域の実情に応じ、多様な人材の参画を得るよう努めるものとする。 

 

(六) 施設・設備 

① 市町村立図書館は、この基準に示す図書館サービスの水準を達成するため、図書館資料

の開架・閲覧、保存、視聴覚資料の視聴、情報の検索・レファレンスサービス、集会・展示、事

務管理等に必要な施設・設備を確保するよう努めるものとする。 

② 市町村立図書館は、高齢者、障害者、乳幼児とその保護者及び外国人その他特に配慮を

必要とする者が図書館施設を円滑に利用できるよう、傾斜路や対面朗読室等の施設の整

備、拡大読書器等資料の利用に必要な機器の整備、点字及び外国語による表示の充実等

に努めるとともに、児童・青少年の利用を促進するため、専用スペースの確保等に努めるも

のとする。 

 

２ 図書館資料 

(一) 図書館資料の収集等 

① 市町村立図書館は、利用者及び住民の要望、社会の要請並びに地域の実情に十分留意

しつつ、図書館資料の収集に関する方針を定め、公表するよう努めるものとする。 

② 市町村立図書館は、前項の方針を踏まえ、充実した図書館サービスを実施する上で必要と

なる十分な量の図書館資料を計画的に整備するよう努めるものとする。その際、郷土資料及

び地方行政資料、新聞の全国紙及び主要な地方紙並びに視聴覚資料等多様な資料の整

備にも努めるものとする。また、郷土資料及び地方行政資料の電子化に努めるものとする。 

 

(二) 図書館資料の組織化 

市町村立図書館は、利用者の利便性の向上を図るため、図書館資料の分類、配架、目録・

索引の整備等による組織化に十分配慮するとともに、書誌データの整備に努めるものとする。 

 

３ 図書館サービス 

(一) 貸出サービス等 

市町村立図書館は、貸出サービスの充実を図るとともに、予約制度や複写サービス等の運

用により利用者の多様な資料要求に的確に応えるよう努めるものとする。 

 

(二) 情報サービス 

① 市町村立図書館は、インターネット等や商用データベース等の活用にも留意しつつ、利用

者の求めに応じ、資料の提供・紹介及び情報の提示等を行うレファレンスサービスの充実・

高度化に努めるものとする。 

② 市町村立図書館は、図書館の利用案内、テーマ別の資料案内、資料検索システムの供用

等のサービスの充実に努めるものとする。 
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③ 市町村立図書館は、利用者がインターネット等の利用により外部の情報にアクセスできる

環境の提供、利用者の求めに応じ、求める資料・情報にアクセスできる地域内外の機関等

を紹介するレフェラルサービスの実施に努めるものとする。 

 

(三) 地域の課題に対応したサービス 

市町村立図書館は、利用者及び住民の生活や仕事に関する課題や地域の課題の解決に

向けた活動を支援するため、利用者及び住民の要望並びに地域の実情を踏まえ、次に掲げる

事項その他のサービスの実施に努めるものとする。 

ア 就職・転職、起業、職業能力開発、日常の仕事等に関する資料及び情報の整備・提供 

イ 子育て、教育、若者の自立支援、健康・医療、福祉、法律・司法手続等に関する資料及び情

報の整備・提供 

ウ 地方公共団体の政策決定、行政事務の執行・改善及びこれらに関する理解に必要な資料

及び情報の整備・提供 

 

(四) 利用者に対応したサービス 

市町村立図書館は、多様な利用者及び住民の利用を促進するため、関係機関・団体と連携

を図りながら、次に掲げる事項その他のサービスの充実に努めるものとする。 

ア （児童・青少年に対するサービス） 児童・青少年用図書の整備・提供、児童・青少年の読

書活動を促進するための読み聞かせ等の実施、その保護者等を対象とした講座・展示会の

実施、学校等の教育施設等との連携 

イ （高齢者に対するサービス） 大活字本、録音資料等の整備・提供、図書館利用の際の介助、

図書館資料等の代読サービスの実施 

ウ （障害者に対するサービス） 点字資料、大活字本、録音資料、手話や字幕入りの映像資料

等の整備・提供、手話・筆談等によるコミュニケーションの確保、図書館利用の際の介助、図

書館資料等の代読サービスの実施 

エ （乳幼児とその保護者に対するサービス） 乳幼児向けの図書及び関連する資料・情報の

整備・提供、読み聞かせの支援、講座・展示会の実施、託児サービスの実施 

オ （外国人等に対するサービス） 外国語による利用案内の作成・頒布、外国語資料や各国

事情に関する資料の整備・提供 

カ （図書館への来館が困難な者に対するサービス） 宅配サービスの実施 

 

(五) 多様な学習機会の提供 

① 市町村立図書館は、利用者及び住民の自主的・自発的な学習活動を支援するため、講座、

相談会、資料展示会等を主催し、又は関係行政機関、学校、他の社会教育施設、民間の関

係団体等と共催して多様な学習機会の提供に努めるとともに、学習活動のための施設・設

備の供用、資料の提供等を通じ、その活動環境の整備に努めるものとする。 

② 市町村立図書館は、利用者及び住民の情報活用能力の向上を支援するため、必要な学

習機会の提供に努めるものとする。 
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(六) ボランティア活動等の促進 

① 市町村立図書館は、図書館におけるボランティア活動が、住民等が学習の成果を活用する

場であるとともに、図書館サービスの充実にも資するものであることにかんがみ、読み聞か

せ、代読サービス等の多様なボランティア活動等の機会や場所を提供するよう努めるものと

する。 

② 市町村立図書館は、前項の活動への参加を希望する者に対し、当該活動の機会や場所に

関する情報の提供や当該活動を円滑に行うための研修等を実施するよう努めるものとする。 

 

４ 職員 

(一) 職員の配置等 

① 市町村教育委員会は、市町村立図書館の館長として、その職責にかんがみ、図書館サービ

スその他の図書館の運営及び行政に必要な知識・経験とともに、司書となる資格を有する

者を任命することが望ましい。 

② 市町村教育委員会は、市町村立図書館が専門的なサービスを実施するために必要な数

の司書及び司書補を確保するよう、その積極的な採用及び処遇改善に努めるとともに、これ

ら職員の職務の重要性にかんがみ、その資質・能力の向上を図る観点から、第一の四の②

に規定する関係機関等との計画的な人事交流（複数の市町村又は都道府県の機関等との

広域的な人事交流を含む。）に努めるものとする。 

③ 市町村立図書館には、前項の司書及び司書補のほか、必要な数の職員を置くものとする。 

④ 市町村立図書館は、専門的分野に係る図書館サービスの充実を図るため、必要に応じ、外

部の専門的知識・技術を有する者の協力を得るよう努めるものとする。 

 

(二) 職員の研修 

① 市町村立図書館は、司書及び司書補その他の職員の資質・能力の向上を図るため、情報

化・国際化の進展等に留意しつつ、これらの職員に対する継続的・計画的な研修の実施等

に努めるものとする。 

② 市町村教育委員会は、市町村立図書館の館長その他の職員の資質・能力の向上を図るた

め、各種研修機会の拡充に努めるとともに、文部科学大臣及び都道府県教育委員会等が

主催する研修その他必要な研修にこれら職員を参加させるよう努めるものとする。 

（省略） 
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視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律 

令和元年 6月 28日法律第 49号 

 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関し、基本理念を定め、並び

に国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、基本計画の策定その他の視覚障害

者等の読書環境の整備の推進に関する施策の基本となる事項を定めること等により、視覚

障害者等の読書環境の整備を総合的かつ計画的に推進し、もって障害の有無にかかわら

ず全ての国民が等しく読書を通じて文字・活字文化（文字・活字文化振興法（平成十七年

法律第九十一号）第二条に規定する文字・活字文化をいう。）の恵沢を享受することができ

る社会の実現に寄与することを目的とする。 

 

（定義） 

第二条 この法律において「視覚障害者等」とは、視覚障害、発達障害、肢体不自由その他の

障害により、書籍（雑誌、新聞その他の刊行物を含む。以下同じ。）について、視覚による表

現の認識が困難な者をいう。 

２ この法律において「視覚障害者等が利用しやすい書籍」とは、点字図書、拡大図書その他

の視覚障害者等がその内容を容易に認識することができる書籍をいう。 

３ この法律において「視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等」とは、電子書籍その他の書

籍に相当する文字、音声、点字等の電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚

によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。第十一条第二項及び第十

二条第二項において同じ。）であって、電子計算機等を利用して視覚障害者等がその内容

を容易に認識することができるものをいう。 

 

（基本理念） 

第三条 視覚障害者等の読書環境の整備の推進は、次に掲げる事項を旨として行われなけれ

ばならない。 

一 視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等が視覚障害者等の読書に係る利便性の向上に

著しく資する特性を有することに鑑み、情報通信その他の分野における先端的な技術等を

活用して視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等の普及が図られるとともに、視覚障害者

等の需要を踏まえ、引き続き、視覚障害者等が利用しやすい書籍が提供されること。 

二 視覚障害者等が利用しやすい書籍及び視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等（以下

「視覚障害者等が利用しやすい書籍等」という。）の量的拡充及び質の向上が図られるこ

と。 

三 視覚障害者等の障害の種類及び程度に応じた配慮がなされること。 
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（国の責務） 

第四条 国は、前条の基本理念にのっとり、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する

施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 

 

（地方公共団体の責務） 

第五条 地方公共団体は、第三条の基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の

実情を踏まえ、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する施策を策定し、及び実施す

る責務を有する。 

 

（財政上の措置等） 

第六条 政府は、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する施策を実施するため必要

な財政上の措置その他の措置を講じなければならない。 

 

第二章 基本計画等 

 

（基本計画） 

第七条 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関す

る施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に

関する基本的な計画（以下この章において「基本計画」という。）を定めなければならない。 

２ 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

一 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する施策についての基本的な方針 

二 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関し政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策 

三 前二号に掲げるもののほか、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する施策を総

合的かつ計画的に推進するために必要な事項 

３ 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、基本計画を策定しようとするときは、あらかじめ、経済

産業大臣、総務大臣その他の関係行政機関の長に協議しなければならない。 

４ 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、基本計画を策定しようとするときは、あらかじめ、視覚

障害者等その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。 

５ 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、基本計画を策定したときは、遅滞なく、これをインター

ネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。 

６ 前三項の規定は、基本計画の変更について準用する。 

 

（地方公共団体の計画） 

第八条 地方公共団体は、基本計画を勘案して、当該地方公共団体における視覚障害者等の

読書環境の整備の状況等を踏まえ、当該地方公共団体における視覚障害者等の読書環境

の整備の推進に関する計画を定めるよう努めなければならない。 

２ 地方公共団体は、前項の計画を定めようとするときは、あらかじめ、視覚障害者等その他の

関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 
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３ 地方公共団体は、第一項の計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めなけれ

ばならない。 

４ 前二項の規定は、第一項の計画の変更について準用する。 

 

第三章 基本的施策 

 

（視覚障害者等による図書館の利用に係る体制の整備等） 

第九条 国及び地方公共団体は、公立図書館、大学及び高等専門学校の附属図書館並びに

学校図書館（以下「公立図書館等」という。）並びに国立国会図書館について、各々の果た

すべき役割に応じ、点字図書館とも連携して、視覚障害者等が利用しやすい書籍等の充実、

視覚障害者等が利用しやすい書籍等の円滑な利用のための支援の充実その他の視覚障

害者等によるこれらの図書館の利用に係る体制の整備が行われるよう、必要な施策を講ず

るものとする。 

２ 国及び地方公共団体は、点字図書館について、視覚障害者等が利用しやすい書籍等の充

実、公立図書館等に対する視覚障害者等が利用しやすい書籍等の利用に関する情報提供

その他の視覚障害者等が利用しやすい書籍等を視覚障害者が十分かつ円滑に利用するこ

とができるようにするための取組の促進に必要な施策を講ずるものとする。 

 

（インターネットを利用したサービスの提供体制の強化） 

第十条 国及び地方公共団体は、視覚障害者等がインターネットを利用して全国各地に存する

視覚障害者等が利用しやすい書籍等を十分かつ円滑に利用することができるようにするた

め、次に掲げる施策その他の必要な施策を講ずるものとする。 

一 点字図書館等から著作権法（昭和四十五年法律第四十八号）第三十七条第二項又は第

三項本文の規定により製作される視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等（以下「特定

電子書籍等」という。）であってインターネットにより送信することができるもの及び当該点字

図書館等の有する視覚障害者等が利用しやすい書籍等に関する情報の提供を受け、これら

をインターネットにより視覚障害者等に提供する全国的なネットワークの運営に対する支援 

二 視覚障害者等が利用しやすい書籍等に係るインターネットを利用したサービスの提供につ

いての国立国会図書館、前号のネットワークを運営する者、公立図書館等、点字図書館及び

特定電子書籍等の製作を行う者の間の連携の強化 

 

（特定書籍及び特定電子書籍等の製作の支援） 

第十一条 国及び地方公共団体は、著作権法第三十七条第一項又は第三項本文の規定によ

り製作される視覚障害者等が利用しやすい書籍（以下「特定書籍」という。）及び特定電子

書籍等の製作を支援するため、製作に係る基準の作成等のこれらの質の向上を図るための

取組に対する支援その他の必要な施策を講ずるものとする。 

２ 国は、特定書籍及び特定電子書籍等の効率的な製作を促進するため、出版を行う者（次条

及び第十八条において「出版者」という。）からの特定書籍又は特定電子書籍等の製作を
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行う者に対する書籍に係る電磁的記録の提供を促進するための環境の整備に必要な支援

その他の必要な施策を講ずるものとする。 

 

（視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等の販売等の促進等） 

第十二条 国は、視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等の販売等が促進されるよう、技術

の進歩を適切に反映した規格等の普及の促進、著作権者と出版者との契約に関する情報

提供その他の必要な施策を講ずるものとする。 

２ 国は、書籍を購入した視覚障害者等からの求めに応じて出版者が当該書籍に係る電磁的

記録の提供を行うことその他の出版者からの視覚障害者等に対する書籍に係る電磁的記

録の提供を促進するため、その環境の整備に関する関係者間における検討に対する支援そ

の他の必要な施策を講ずるものとする。 

 

（外国からの視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等の入手のための環境の整備） 

第十三条 国は、視覚障害者等が、盲人、視覚障害者その他の印刷物の判読に障害のある者

が発行された著作物を利用する機会を促進するためのマラケシュ条約の枠組みに基づき、

視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等であってインターネットにより送信することができ

るものを外国から十分かつ円滑に入手することができるよう、その入手に関する相談体制の

整備その他のその入手のための環境の整備について必要な施策を講ずるものとする。 

 

（端末機器等及びこれに関する情報の入手の支援） 

第十四条 国及び地方公共団体は、視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等を利用するた

めの端末機器等及びこれに関する情報を視覚障害者等が入手することを支援するため、必

要な施策を講ずるものとする。 

 

（情報通信技術の習得支援） 

第十五条 国及び地方公共団体は、視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等を利用するに

当たって必要となる情報通信技術を視覚障害者等が習得することを支援するため、講習会

及び巡回指導の実施の推進その他の必要な施策を講ずるものとする。 

 

（研究開発の推進等） 

第十六条 国は、視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等及びこれを利用するための端末機

器等について、視覚障害者等の利便性の一層の向上を図るため、これらに係る先端的な技

術等に関する研究開発の推進及びその成果の普及に必要な施策を講ずるものとする。 

 

（人材の育成等） 

第十七条 国及び地方公共団体は、特定書籍及び特定電子書籍等の製作並びに公立図書

館等、国立国会図書館及び点字図書館における視覚障害者等が利用しやすい書籍等の円
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滑な利用のための支援に係る人材の育成、資質の向上及び確保を図るため、研修の実施

の推進、広報活動の充実その他の必要な施策を講ずるものとする。 

 

第四章 協議の場等 

 

第十八条 国は、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する施策の効果的な推進を図

るため、文部科学省、厚生労働省、経済産業省、総務省その他の関係行政機関の職員、国

立国会図書館、公立図書館等、点字図書館、第十条第一号のネットワークを運営する者、特

定書籍又は特定電子書籍等の製作を行う者、出版者、視覚障害者等その他の関係者によ

る協議の場を設けることその他関係者の連携協力に関し必要な措置を講ずるものとする。 

 

附 則 

この法律は、公布の日から施行する。 
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障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 

平成 25年 6月 4日法律第 65号 

最終改正：令和 3年 6月 4日法律第 56号 

 

第一章 総則 

 

（目的） 

第一条 この法律は、障害者基本法（昭和四十五年法律第八十四号）の基本的な理念にのっ

とり、全ての障害者が、障害者でない者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊

厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有することを踏まえ、障害

を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項、行政機関等及び事業者における

障害を理由とする差別を解消するための措置等を定めることにより、障害を理由とする差別

の解消を推進し、もって全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に

人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的とする。 

 

（定義） 

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとこ

ろによる。 

一 障害者 身体障害、知的障害、精神障害（発達障害を含む。）その他の心身の機能の障害

（以下「障害」と総称する。）がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常

生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。 

二 社会的障壁 障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような

社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。 

三 行政機関等 国の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体（地方公営企業法（昭和二

十七年法律第二百九十二号）第三章の規定の適用を受ける地方公共団体の経営する企

業を除く。第七号、第十条及び附則第四条第一項において同じ。）及び地方独立行政法人

をいう。 

四 国の行政機関 次に掲げる機関をいう。 

イ 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関（内閣府を除く。）及び内閣の所轄の下に置かれ

る機関 

ロ 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法（平成十一年法律第八十九号）第四十九条第一項

及び第二項に規定する機関（これらの機関のうちニの政令で定める機関が置かれる機関

にあっては、当該政令で定める機関を除く。） 

ハ 国家行政組織法（昭和二十三年法律第百二十号）第三条第二項に規定する機関（ホの

政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。） 
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ニ 内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法（昭和二十二年法律第七十

号）第十六条第二項の機関並びに内閣府設置法第四十条及び第五十六条（宮内庁法第

十八条第一項において準用する場合を含む。）の特別の機関で、政令で定めるもの 

ホ 国家行政組織法第八条の二の施設等機関及び同法第八条の三の特別の機関で、政令で

定めるもの 

ヘ 会計検査院 

五 独立行政法人等 次に掲げる法人をいう。 

イ 独立行政法人（独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号）第二条第一項に規定

する独立行政法人をいう。ロにおいて同じ。） 

ロ 法律により直接に設立された法人、特別の法律により特別の設立行為をもって設立された

法人（独立行政法人を除く。）又は特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政

庁の認可を要する法人のうち、政令で定めるもの 

六 地方独立行政法人 地方独立行政法人法（平成十五年法律第百十八号）第二条第一項

に規定する地方独立行政法人（同法第二十一条第三号に掲げる業務を行うものを除く。）

をいう。 

七 事業者 商業その他の事業を行う者（国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立

行政法人を除く。）をいう。 

 

（国及び地方公共団体の責務） 

第三条 国及び地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、障害を理由とする差別の解消の

推進に関して必要な施策を策定し、及びこれを実施しなければならない。 

２ 国及び地方公共団体は、障害を理由とする差別の解消の推進に関して必要な施策の効率

的かつ効果的な実施が促進されるよう、適切な役割分担を行うとともに、相互に連携を図り

ながら協力しなければならない。 

 

（国民の責務） 

第四条 国民は、第一条に規定する社会を実現する上で障害を理由とする差別の解消が重要

であることに鑑み、障害を理由とする差別の解消の推進に寄与するよう努めなければならな

い。 

（社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮に関する環境の整備） 

第五条 行政機関等及び事業者は、社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な

配慮を的確に行うため、自ら設置する施設の構造の改善及び設備の整備、関係職員に対す

る研修その他の必要な環境の整備に努めなければならない。 

 

第二章 障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針 
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第六条 政府は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策を総合的かつ一体的に実

施するため、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針（以下「基本方針」とい

う。）を定めなければならない。 

２ 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

一 障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策に関する基本的な方向 

二 行政機関等が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する基本的な事

項 

三 事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する基本的な事項 

四 国及び地方公共団体による障害を理由とする差別を解消するための支援措置の実施に

関する基本的な事項 

五 その他障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策に関する重要事項 

３ 内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。 

４ 内閣総理大臣は、基本方針の案を作成しようとするときは、あらかじめ、障害者その他の関

係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、障害者政策委員会の意見を

聴かなければならない。 

５ 内閣総理大臣は、第三項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公

表しなければならない。 

６ 前三項の規定は、基本方針の変更について準用する。 

 

第三章 行政機関等及び事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置 

 

（行政機関等における障害を理由とする差別の禁止） 

第七条 行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害を理由として障害者でない者

と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。 

２ 行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必

要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないと

きは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害

の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければ

ならない。 

 

（事業者における障害を理由とする差別の禁止） 

第八条 事業者は、その事業を行うに当たり、障害を理由として障害者でない者と不当な差別

的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。 

２ 事業者は、その事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている

旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者

の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じ

て、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。 
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（国等職員対応要領） 

第九条 国の行政機関の長及び独立行政法人等は、基本方針に即して、第七条に規定する事

項に関し、当該国の行政機関及び独立行政法人等の職員が適切に対応するために必要な

要領（以下この条及び附則第三条において「国等職員対応要領」という。）を定めるものと

する。 

２ 国の行政機関の長及び独立行政法人等は、国等職員対応要領を定めようとするときは、あ

らかじめ、障害者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければな

らない。 

３ 国の行政機関の長及び独立行政法人等は、国等職員対応要領を定めたときは、遅滞なく、

これを公表しなければならない。 

４ 前二項の規定は、国等職員対応要領の変更について準用する。 

 

（地方公共団体等職員対応要領） 

第十条 地方公共団体の機関及び地方独立行政法人は、基本方針に即して、第七条に規定

する事項に関し、当該地方公共団体の機関及び地方独立行政法人の職員が適切に対応す

るために必要な要領（以下この条及び附則第四条において「地方公共団体等職員対応要

領」という。）を定めるよう努めるものとする。 

２ 地方公共団体の機関及び地方独立行政法人は、地方公共団体等職員対応要領を定めよ

うとするときは、あらかじめ、障害者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置

を講ずるよう努めなければならない。 

３ 地方公共団体の機関及び地方独立行政法人は、地方公共団体等職員対応要領を定めた

ときは、遅滞なく、これを公表するよう努めなければならない。 

４ 国は、地方公共団体の機関及び地方独立行政法人による地方公共団体等職員対応要領

の作成に協力しなければならない。 

５ 前三項の規定は、地方公共団体等職員対応要領の変更について準用する。 

 

（事業者のための対応指針） 

第十一条 主務大臣は、基本方針に即して、第八条に規定する事項に関し、事業者が適切に

対応するために必要な指針（以下「対応指針」という。）を定めるものとする。 

２ 第九条第二項から第四項までの規定は、対応指針について準用する。 

 

（報告の徴収並びに助言、指導及び勧告） 

第十二条 主務大臣は、第八条の規定の施行に関し、特に必要があると認めるときは、対応指

針に定める事項について、当該事業者に対し、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告を

することができる。 

 

（事業主による措置に関する特例） 
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第十三条 行政機関等及び事業者が事業主としての立場で労働者に対して行う障害を理由

とする差別を解消するための措置については、障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和

三十五年法律第百二十三号）の定めるところによる。 

 

第四章 障害を理由とする差別を解消するための支援措置 

 

（相談及び紛争の防止等のための体制の整備） 

第十四条 国及び地方公共団体は、障害者及びその家族その他の関係者からの障害を理由

とする差別に関する相談に的確に応ずるとともに、障害を理由とする差別に関する紛争の防

止又は解決を図ることができるよう人材の育成及び確保のための措置その他の必要な体

制の整備を図るものとする。 

 

（啓発活動） 

第十五条 国及び地方公共団体は、障害を理由とする差別の解消について国民の関心と理解

を深めるとともに、特に、障害を理由とする差別の解消を妨げている諸要因の解消を図るた

め、必要な啓発活動を行うものとする。 

 

（情報の収集、整理及び提供） 

第十六条 国は、障害を理由とする差別を解消するための取組に資するよう、国内外における

障害を理由とする差別及びその解消のための取組に関する情報の収集、整理及び提供を

行うものとする。 

２ 地方公共団体は、障害を理由とする差別を解消するための取組に資するよう、地域における

障害を理由とする差別及びその解消のための取組に関する情報の収集、整理及び提供を

行うよう努めるものとする。 

 

（障害者差別解消支援地域協議会） 

第十七条 国及び地方公共団体の機関であって、医療、介護、教育その他の障害者の自立と

社会参加に関連する分野の事務に従事するもの（以下この項及び次条第二項において「関

係機関」という。）は、当該地方公共団体の区域において関係機関が行う障害を理由とする

差別に関する相談及び当該相談に係る事例を踏まえた障害を理由とする差別を解消する

ための取組を効果的かつ円滑に行うため、関係機関により構成される障害者差別解消支

援地域協議会（以下「協議会」という。）を組織することができる。 

２ 前項の規定により協議会を組織する国及び地方公共団体の機関は、必要があると認めると

きは、協議会に次に掲げる者を構成員として加えることができる。 

一 特定非営利活動促進法（平成十年法律第七号）第二条第二項に規定する特定非営利活

動法人その他の団体 

二 学識経験者 

三 その他当該国及び地方公共団体の機関が必要と認める者 
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（協議会の事務等） 

第十八条 協議会は、前条第一項の目的を達するため、必要な情報を交換するとともに、障害

者からの相談及び当該相談に係る事例を踏まえた障害を理由とする差別を解消するため

の取組に関する協議を行うものとする。 

２ 関係機関及び前条第二項の構成員（次項において「構成機関等」という。）は、前項の協議

の結果に基づき、当該相談に係る事例を踏まえた障害を理由とする差別を解消するための

取組を行うものとする。 

３ 協議会は、第一項に規定する情報の交換及び協議を行うため必要があると認めるとき、又

は構成機関等が行う相談及び当該相談に係る事例を踏まえた障害を理由とする差別を解

消するための取組に関し他の構成機関等から要請があった場合において必要があると認

めるときは、構成機関等に対し、相談を行った障害者及び差別に係る事案に関する情報の

提供、意見の表明その他の必要な協力を求めることができる。 

４ 協議会の庶務は、協議会を構成する地方公共団体において処理する。 

５ 協議会が組織されたときは、当該地方公共団体は、内閣府令で定めるところにより、その旨

を公表しなければならない。 

 

（秘密保持義務） 

第十九条 協議会の事務に従事する者又は協議会の事務に従事していた者は、正当な理由な

く、協議会の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

 

（協議会の定める事項） 

第二十条 前三条に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会

が定める。 

 

第五章 雑則 

 

（主務大臣） 

第二十一条 この法律における主務大臣は、対応指針の対象となる事業者の事業を所管する

大臣又は国家公安委員会とする。 

 

（地方公共団体が処理する事務） 

第二十二条 第十二条に規定する主務大臣の権限に属する事務は、政令で定めるところによ

り、地方公共団体の長その他の執行機関が行うこととすることができる。 

 

（権限の委任） 

第二十三条 この法律の規定により主務大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところによ

り、その所属の職員に委任することができる。 
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（政令への委任） 

第二十四条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定

める。 

 

第六章 罰則 

 

第二十五条 第十九条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に

処する。 

第二十六条 第十二条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下

の過料に処する。 

 

附 則 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次条から附則第六条まで

の規定は、公布の日から施行する。 

 

（基本方針に関する経過措置） 

第二条 政府は、この法律の施行前においても、第六条の規定の例により、基本方針を定める

ことができる。この場合において、内閣総理大臣は、この法律の施行前においても、同条の規

定の例により、これを公表することができる。 

２ 前項の規定により定められた基本方針は、この法律の施行の日において第六条の規定によ

り定められたものとみなす。 

 

（国等職員対応要領に関する経過措置） 

第三条 国の行政機関の長及び独立行政法人等は、この法律の施行前においても、第九条の

規定の例により、国等職員対応要領を定め、これを公表することができる。 

２ 前項の規定により定められた国等職員対応要領は、この法律の施行の日において第九条

の規定により定められたものとみなす。 

 

（地方公共団体等職員対応要領に関する経過措置） 

第四条 地方公共団体の機関及び地方独立行政法人は、この法律の施行前においても、第十

条の規定の例により、地方公共団体等職員対応要領を定め、これを公表することができる。 

２ 前項の規定により定められた地方公共団体等職員対応要領は、この法律の施行の日にお

いて第十条の規定により定められたものとみなす。 

 

（対応指針に関する経過措置） 
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第五条 主務大臣は、この法律の施行前においても、第十一条の規定の例により、対応指針を

定め、これを公表することができる。 

２ 前項の規定により定められた対応指針は、この法律の施行の日において第十一条の規定

により定められたものとみなす。 

 

 

（政令への委任） 

第六条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で

定める。 

 

（検討） 

第七条 政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、第八条第二項に規定する

社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮の在り方その他この法律の施

行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に応じて所要の見直し

を行うものとする。 

 

（障害者基本法の一部改正） 

第八条 障害者基本法の一部を次のように改正する。 

〔次のよう略〕 

 

（内閣府設置法の一部改正） 

第九条 内閣府設置法の一部を次のように改正する。 

〔次のよう略〕 

 

附 則〔令和三年六月四日法律第五六号〕 

この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施

行する。 

〔令和五年三月政令六〇号により、令和六・四・一から施行〕 

〔令和四年六月一七日法律第六八号抄〕 

 

（罰則の適用等に関する経過措置） 

第四百四十一条 刑法等の一部を改正する法律（令和四年法律第六十七号。以下「刑法等

一部改正法」という。）及びこの法律（以下「刑法等一部改正法等」という。）の施行前にし

た行為の処罰については、次章に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。 

２ 刑法等一部改正法等の施行後にした行為に対して、他の法律の規定によりなお従前の例

によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の法律の規定の

例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑（刑法施行法第十

九条第一項の規定又は第八十二条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う特別措置に
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関する法律第二十五条第四項の規定の適用後のものを含む。）に刑法等一部改正法第二

条の規定による改正前の刑法（明治四十年法律第四十五号。以下この項において「旧刑法」

という。）第十二条に規定する懲役（以下「懲役」という。）、旧刑法第十三条に規定する禁

錮（以下「禁錮」という。）又は旧刑法第十六条に規定する拘留（以下「旧拘留」という。）が

含まれるときは、当該刑のうち無期の懲役又は禁錮はそれぞれ無期拘禁刑と、有期の懲役

又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期（刑法施行法第二十条の規定の適用後のもの

を含む。）を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期（刑法施行法第二十条の規

定の適用後のものを含む。）を同じくする拘留とする。 

 

（裁判の効力とその執行に関する経過措置） 

第四百四十二条 懲役、禁錮及び旧拘留の確定裁判の効力並びにその執行については、次章

に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。 

 

（人の資格に関する経過措置） 

第四百四十三条 懲役、禁錮又は旧拘留に処せられた者に係る人の資格に関する法令の規

定の適用については、無期の懲役又は禁錮に処せられた者はそれぞれ無期拘禁刑に処せ

られた者と、有期の懲役又は禁錮に処せられた者はそれぞれ刑期を同じくする有期拘禁刑

に処せられた者と、旧拘留に処せられた者は拘留に処せられた者とみなす。 

２ 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の法律の規定によりなお従前の例によることとさ

れ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の法律の規定の例によることと

される人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無

期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せ

られた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。 

 

（経過措置の政令への委任） 

第五百九条 この編に定めるもののほか、刑法等一部改正法等の施行に伴い必要な経過措

置は、政令で定める。 

 

附 則〔令和四年六月一七日法律第六八号抄〕 

（施行期日） 

１ この法律は、刑法等一部改正法〔刑法等の一部を改正する法律＝令和四年六月法律第六

七号〕施行日〔令和七年六月一日〕から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該

各号に定める日から施行する。 

一 第五百九条の規定 公布の日 

二 〔略〕 
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  第3次所沢市図書館ビジョンの策定にあたり、第2次ビジョンに基づく図書館サービスの進捗状況を

確認するため、市民、市内小学校、中学校及び高校生を対象としたアンケート調査を実施しました。 

  調査結果の詳細は、「所沢市立所沢図書館市民アンケート調査集計結果報告書」として、各図書館及

び図書館ホームページにて公開しました。 

  ※前回アンケートとの比較部分は、平成29年度調査との比較です。 

●回答者属性(年齢) 

 

 

 

 

●普段、本・雑誌等を主に何で読みますか        

 

 

 

●本や雑誌等を１ケ月に平均何冊くらい読みますか 

 

 

 

●所沢市の図書館を利用したことはありますか（コンビニなどでの図書等取次サービス利用を含む） 

 

 

 

紙の本  ・・・ 79.3 ％           オーディオブック ・・・ 0.9 ％ 

電子書籍 ・・・17.6 ％           その他         ・・・ 1.0 ％ 

 

 

過去１年以内に利用したことがある ・・・ 32.3 ％ 

過去１年以内に利用したことがない ・・・ 42.9 ％ 

ない ・・・ 24.8 ％ 

 

70～7９歳  ・・・ 25.2 ％          80歳以上  ・・・ 13.1 ％        3０～3９歳  ・・・  2.7 ％ 

5０～5９歳  ・・・ 22.1 ％          4０～4９歳  ・・・  9.3 ％        18～1９歳   ・・・  0.7 ％ 

6０～6９歳  ・・・ 21.8 ％          2０～2９歳  ・・・  4.6 ％ 

 

 

１～２冊 ・・・ 55.2 ％            全く読まない  ・・・9.8 ％            7～10冊   ・・・ 2.6 ％ 

３～４冊 ・・・ 21.6 ％            5～6冊      ・・・7.0 ％            １１冊以上   ・・・ 2.5 ％ 

 

 

令和5年度市民アンケート調査結果     ＜抜粋＞ 

調査期間 令和５年１１月９日～１１月３０日 

調査方法 住民基本台帳から無作為抽出した満18歳以上の市民2,000人へ郵送依頼 

回 答 数 685                 （共通  ※無回答記載なし、小数点第2位以下切り捨て） 
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「過去１年以内に利用したことがある」と回答した方が対象 

●図書館利用頻度   

 

 

 

●主な利用時間帯 

 

 

 

●利用目的 

 

 

 

 

 

 

所沢市の図書館を「過去１年以内に利用したことがない」あるいは「ない」と回答した方が対象 

●図書館を利用していない理由 

 

 

 

 

 

 

◎所沢市の図書館を「過去１年以内に利用したことがある」と回答された方は、32.3 ％であり、「趣味・娯楽のた

め」「教養を得るため」に図書館を利用される方が多くみられます。   

年に数回程度 ・・・ 42.1 ％      ２週間に１回程度 ・・・ 20.4 ％     ほぼ毎日      ・・・ 1.4 ％ 

月に１回程度  ・・・ 25.8 ％      週に１～２回程度  ・・・ 9.5 ％ 

趣味・娯楽のため ・・・ 33.3 ％                   子どもの本を選ぶため ・・・  5.6 ％ 

教養を得るため  ・・・ 16.5 ％                    日常生活での課題を解決するため ・・・ 5.0 ％    

気分転換のため ・・・ 11.9 ％                     仕事のため ・・・  3.6 ％ 

日常生活での実用知識を得るため ・・・ 11.3 ％     学校の勉強のため ・・・  1.9 ％ 

社会の出来事を知るため ・・・ 6.5 ％               特に目的はない ・・・  1.3 ％ 

午前 ・・・ 32.6 ％                午後 ・・・ 29.9 ％ 

時間に関係なし  ・・・ 32.6 ％      夜間（１７時以降）・・・  2.3 ％ 

遠い（交通が不便） ・・・ 23.4 ％               本等を他人と共用するのは好きでない ・・・ 4.2 ％ 

利用する必要がない ・・・ 19.7 ％               図書館があることを知らなかった ・・・ 2.9 ％ 

インターネット・書店を使う ・・・ 19.7 ％           他の図書館を使う ・・・ 2.8 ％ 

開館日・開館時間が自分の都合に合わない ・・・ 8.7 ％  子ども連れでは行きづらい ・・・ 0.3 ％ 

利用したい本や雑誌がない ・・・ 8.4 ％               
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一方、「過去１年以内に利用したことがない」「ない」を合わせると 67.7 ％となり、その理由として「遠い（交通

が不便）」が 23.4%と多く、利便性の問題が上位にあがっています。 これは、前回アンケートと比較しても 4.1%

増えており、図書等取次ポイントの減少が影響していると考えられます。 

また、図書館を利用していない理由として、「利用する必要がない」「インターネット・書店を使う」が多いことから、

スマートフォン等の普及・活用により、図書館を積極的に利用しない傾向があると言えます。 

 

●図書館サービスについて知っていますか 

 利用している 知っているが利用

したことがない 

知らなかった  

本、雑誌、ＣＤ・ＤＶＤ等の貸出・返却サービス 76.0％ 17.2％ 3.6％ 

予約・リクエストサービス 54.3％ 33.9％ 7.2％ 

図書館ホームページからの蔵書検索・予約サービス   40.7％ 33.5％ 19.9％ 

市内まちづくりセンター等の図書返却ポスト 34.8％ 34.4％ 25.8％ 

相互貸借サービス※ 30.3％ 27.6％ 35.7％ 

インターネット閲覧端末  26.2％ 50.7％ 16.3％ 

レファレンスサービス   21.7％ 43.4％ 28.5％ 

コピーサービス 13.1％ 54.3％ 27.1％ 

コンビニなどでの図書等取次サービス 13.1％ 54.8％ 26.7％ 

リサイクル図書等の提供  11.8％ 41.2％ 41.6％ 

おはなし会、講演・講座等の催しもの   10.0％ 72.4％ 13.6％ 

松井小学校図書館の地域開放サービス  2.3％ 26.7％ 64.7％ 

障害のある方へのサービス  1.4％ 43.4％ 48.4％ 

団体貸出サービス  1.4％ 19.9％ 72.9％ 

学校連携サービス  1.4％ 17.2％ 75.6％ 

※相互貸借サービス…所沢図書館に所蔵していない本・雑誌等を他の公共図書館から取り寄せることができる 

◎「レファレンスサービス」や「予約・リクエストサービス」については、前回アンケートと比較して、「利用している」

がそれぞれ14.4%、 31%増え、サービスが浸透している様子が伺えます。 
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また「学校連携サービス」「団体貸出サービス」「松井小学校図書館の地域開放サービス」「障害のある方への

サービス」の認知度が低く、「おはなし会、講演・講座等の催しもの」 「コンビニなどでの図書等取次サービス」「イ

ンターネット閲覧端末」は知っていても利用していない割合が高い傾向にあります。いずれも必要に応じて利用す

るものですが、認知を広げていく必要があります。 

 

●優先的に行った方が良いと思うサービスはどれですか 

（１）サービス 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）図書資料 

 

 

 

 

（３）施設・設備 

 

 

 

 

 

 

本、雑誌、CD、DVD等の充実 ・・・ 21.2 ％      乳幼児・児童向け ・・・  6.1 ％  

高齢者向け ・・・ 10.2 ％                     レファレンス（調べものを図書館員が支援） ・・・ 4.8 ％ 

電子媒体を利用したサービス（電子書籍・オーディオブック等） ・・・ 8.1 ％         

図書館からの情報提供 ・・・ 7.9 ％                  中高生向け ・・・ 4.0 ％   

開館日・開館時間の拡大 ・・・ 7.5 ％                 障害のある方向け ・・・ 3.7％ 

健康・医療情報の充実 ・・・ 7.3 ％                   ビジネス関係情報の充実 ・・・ 2.9 ％           

講演・講座等の催しもの  ・・・ 6.7 ％  外国籍の方へのサービスや多言語による図書等の提供 ・・・ 2.8 ％ 

障害のある方向け ・・・ 3.7％                  開館日・開館時間の拡大 ・・・ 7.5 ％ 

講演・講座等の催しもの      ・・・ 6.7 ％       ビジネス関係情報の充実 ・・・ 2.9 ％ 

電子媒体を利用したサービス（電子書籍・オーディオブック等） ・・・ 8.1 ％ 

新しい本や雑誌の充実 ・・・ 27.3 ％               参考図書や郷土資料の充実 ・・・ 8.1 ％ 

趣味・実用書の充実 ・・・ 17.9 ％                  CD・DVDの充実 ・・・ 8.0 ％ 

品切れ・絶版などの古い本の保存 ・・・ 12.9 ％      児童書の充実 ・・・ 7.2 ％ 

オンラインデータベースの充実 ・・・ 8.5 ％           新聞の充実 ・・・ 3.3 ％ 

 

くつろいで閲覧できる場所 ・・・ 26.2 ％          書架や設備などのわかりやすい館内表示 ・・・ 6.4 ％               

飲食のできる場所や飲食施設 ・・・ 12.8 ％       子どもに読み聞かせのできる場所 ・・・ 4.3 ％ 

インターネットが利用できる端末や場所（Wi-Fi） ・・・ 11.2 ％  

集中して調べものができる場所 ・・・ 11.1 ％       地域の情報を交換できるスペース ・・・ 2.5 ％ 

持ち込みのパソコンが使える場所と電源 ・・・ 8.7 ％ 団体やグループで利用できるスペース  ・・・ 1.9 ％

照明・トイレ・バリアフリーなど館内の設備 ・・・ 7.5 ％      
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◎サービスや図書資料については、「本、雑誌、CD、DVD等の充実」を求める声が多くあります。 

また、施設・設備については、「くつろいで閲覧できる場所」「飲食のできる場所や飲食施設」の割合が多く、滞

在型の図書館として期待されていると考えられます。 

 

 

 

 

 

●普段、本・雑誌等を主に何で読みますか         

 

 

 

●本や雑誌等を１ヵ月に平均何冊くらい読みますか 

 

 

 

 

●所沢市の図書館を利用したことはありますか 

 

 

 

 

紙の本   ・・・ 68.3 ％                    オーディオブック ・・・ 1.1 ％ 

電子書籍 ・・・ 29.8 ％                    その他         ・・・ 0.8 ％ 

 

 

 
１～２冊 ・・・ 52.8 ％            全く読まない ・・・ 11.9 ％           １１冊以上   ・・・  3.6 ％ 

３～４冊 ・・・ 19.2 ％            ５～６冊      ・・・ 10.9 ％           ７～１０冊    ・・・ 1.6 ％ 

         

 

 

過去１年以内に利用したことがある ・・ ・45.0 ％ 

過去１年以内に利用したことがない ・・・ 42.0 ％ 

ない ・・・ 13.0 ％ 

 

市民アンケート調査（高校生）   ＜抜粋＞ 

調査期間 令和５年12月1日～１２月１５日 

調査方法 「所沢市子ども・若者情報チャンネル」から電子申請 

回 答 数 193 
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所沢市の図書館を「過去１年以内に利用したことがない」あるいは「ない」と回答した方が対象 

●利用していない理由 

 

 

 

 

 

 

所沢市の図書館を「過去１年以内に利用したことがある」と回答した方が対象 

●利用頻度 

 

 

 

 

●利用目的 

 

 

 

 

 

 

 ◎「本や雑誌等を１ヵ月に平均何冊くらい読みますか」について、「全く読まない」との回答が 11.9%で、前回ア

ンケートと比較して 25.3%減っています。これは、電子書籍を読んでいる割合が 29.8%で、一般市民向けアンケ

ート 17.6%と比べて高い数値となり、年齢が若い層に電子書籍が浸透していることが関係していると考えられま

す（前回アンケートでは、電子書籍の項目なし）。 

遠い（交通が不便） ・・・ 22.4 ％          本等の共用は好きでない ・・・ 5.6 ％ 

インターネット・書店を使う ・・・ 21.7 ％     自分が住んでいる地域の図書館を利用している ・・・ 2.5 ％ 

利用する必要がない ・・・ 16.8 ％          図書館があることを知らなかった ・・・ 1.9 ％ 

開館日・開館時間が自分の都合に合わない ・・・ 13.7 ％             その他 ・・・ 3.0 ％ 

利用したい本や雑誌がない ・・・ 12.4 ％  

利用する必要がない ・・・ 16.8 ％                        インターネット・書店を使う ・・・ 21.7 ％ 

開館日・開館時間が自分の都合に合わない ・・・ 13.7 ％     その他 ・・・ 3.0 ％ 

 

 
年に数回程度 ・・・ 55.2 ％                         週に１～２回程度 ・・・ 4.6 ％ 

月に１回程度 ・・・ 25.3 ％                          ほぼ毎日 ・・・ 0.0 ％  

２週間に１回程度 ・・・ 14.9 ％                   

 

 

学校の勉強のため ・・・ 34.6 ％                   日常生活での課題を解決するため ・・・ 3.4 ％ 

趣味・娯楽のため ・・・ 22.3 ％                    社会の出来事を知るため ・・・ 2.8 ％  

教養を得るため  ・・・ 16.8 ％                     特に目的はない  ・・・ 1.7 ％ 

気分転換のため  ・・・ 13.4 ％                    その他 ・・・ 0.5 ％ 

日常生活での実用知識を得るため ・・・ 4.5 ％ 

日常生活での実用知識を得るため ・・・ 4.5 ％      その他 ・・・ 0.5 ％ 

 

その他 ・・・ 0.5 ％ 
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また、所沢市の図書館を「過去１年以内に利用したことがある」のは、45.0％であり、「学校の勉強のため」「趣

味・娯楽のため」の割合が多くなっています。  一方、「過去１年以内に利用したことがない 」「ない」を合わせると 

55.0 ％となり、図書館を利用していない理由として、「遠い」「インターネット・書店を使う」「利用する必要がない」

が多く、一般市民向けアンケートと同じ傾向がみられます。 

  なお、前回アンケートと比較して、「図書館があることを知らなかった」については、7.9％減少しています。 

 

●図書館サービスについて知っていますか 

 

  利用している  知っているが利

用したことがない 

知らなかった 

本、雑誌、ＣＤ・ＤＶＤ等の貸出・返却サービス 52.9％ 25.3％ 21.8％ 

予約・リクエストサービス 36.8％ 47.1％ 16.1％ 

市内まちづくりセンター等の図書返却ポスト 35.6％ 27.6％ 36.8％ 

図書館ホームページからの蔵書検索・予約サービス 34.5％ 41.4％ 24.1％ 

相互貸借サービス 26.4％ 36.8％ 36.8％ 

レファレンスサービス 23.0％ 33.3％ 43.7％ 

インターネット閲覧端末 21.8％ 60.9％ 17.2％ 

リサイクル図書等の提供 16.1％ 32.2％ 51.7％ 

コンビニなどでの図書等取次サービス  13.8％ 42.5％ 43.7％ 

講演・講座等の催しもの   12.6％ 63.2％ 24.1％ 

コピーサービス 9.2％ 52.9％ 37.9％ 

松井小学校図書館の地域開放サービス 6.9％ 23.0％ 70.1％ 

学校連携サービス  5.7％ 23.0％ 71.3％ 

障害のある方へのサービス 3.4％ 37.9％ 58.6％ 

団体貸出サービス  3.4％ 21.8％ 74.7％ 
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◎「団体貸出サービス」「学校連携サービス 」「障害のある方へのサービス」への認知度が低く、「講演・講座等

の催しもの」「インターネット閲覧端末」は知っていても利用していない割合が高くなっています。一般市民と同様に、

認知を広げていく必要があります。 

●優先的に行った方が良いと思うサービス 

（１）サービス 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）図書資料 

 

 

 

 

 

（３）施設・設備 

 

 

 

 

 

 

本、雑誌、ＣＤ・ＤＶＤ 等の充実 ・・・ 23.4 ％               健康・医療情報の充実 ・・・ 2.6 ％ 

中高生向け ・・・ 17.9 ％                               高齢者向け ・・・ 2.3 ％ 

開館日・開館時間の拡大 ・・・ 15.7 ％                    講演・講座等の催しもの ・・・ 2.3 ％ 

電子媒体を利用したサービス（電子書籍・オーディオブック等） ・・・ 10.2 ％          

図書館からの情報提供 ・・・7.0 ％   レファレンス ・・・ 2.3 ％ 

乳幼児・児童向け ・・・  5.7 ％     外国籍の方へのサービスや多言語による図書等の提供 ・・・ 2.3 ％ 

障害のある方向け ・・・ 3.2 ％      ビジネス関係情報の充実 ・・・ 1.5 ％        その他 ・・・ 3.6 ％ 

 

 講演・講座等の催しもの ・・・ 2.3 ％ 

図書館からの情報提供 ・・・ 7.0 ％ 

乳幼児・児童向け ・・・  5.7 ％             レファレンス ・・・ 2.3 ％ 

健康・医療情報の充実 ・・・ 2.6 ％             開館日・開館時間の拡大 ・・・ 15.7 ％ 

電子媒体を利用したサービス（電子書籍・オーディオブック等） ・・・ 10.2 ％     その他 ・・・ 3.6 ％ 

 

 

 

 

新しい本や雑誌の充実 ・・・ 31.7 ％              オンラインデータベースの充実 ・・・ 8.1 ％ 

趣味・実用書の充実 ・・・ 16.5 ％                児童書の充実 ・・・ 6.2 ％ 

品切れ・絶版などの古い本の保存 ・・・ 15.4 ％     新聞の充実 ・・・ 3.3 % 

参考図書や郷土資料の充実 ・・・ 9.7 ％           その他 ・・・ 1.0 ％  

ＣＤ・ＤＶＤの充実 ・・・ 8.1 ％ 

 

ＣＤ・ＤＶＤの充実 ・・・ 8.1 ％ 

 

インターネットが利用できる端末や場所（Wi-Fi）・・・24.1％      

集中して調べものができる場所 ・・・ 17.4 ％     団体やグループで利用できるスペース  ・・・ 3.7 % 

飲食のできる場所や飲食施設 ・・・ 16.8 ％      書架や設備などのわかりやすい館内表示・・・ 2.2 % 

くつろいで閲覧できる場所 ・・・ 16.6 ％         地域の情報を交換できるようなスペース ・・・ 1.6 ％ 

持ち込みのパソコンが使える場所と電源・・・12.5％                              その他・・・0.8％ 

照明・トイレ・バリアフリーなどの館内の設備 ・・・ 4.3 % 
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◎サービスや図書資料については、「中高生向けのサービス」「本、雑誌、ＣＤ・ＤＶＤ 等の充実」を求める声が多く、

「電子媒体を利用したサービス（電子書籍・オーディオブック等）」を望む声も一般市民より多くなっています。 

また、施設・設備については、「集中して調べものができる場所」を望む一方で、「飲食のできる場所や飲食施設」

「くつろいで閲覧できる場所」の割合が多く、滞在型の図書館として期待されていると考えられます。 

 

●ふだん本などを何で読みますか         

 

●図書館を利用したことがありますか 

 

 

●利用目的 

 

 

 

 

●図書館を利用しない理由 

 

 

 

 

 

 

紙の本 ・・・ 70.0 ％    電子書籍 ・・・ 25.4 ％   オーディオブック ・・・ 1.6 ％   その他 ・・・1.4 ％ 

 

 

 
よく利用する ・・・ 2.8 ％      たまに利用する ・・・ 58.9 ％      利用したことがない ・・・ 38.3 % 

 

本などを読むため  ・・・ 25.6 ％                    調べものをするため ・・・ 13.8 ％ 

本などをかりたり、かえしたりするため ・・・ 24.5 ％    「映画会」などの催しものに行くため ・・・ 0.2 ％

勉強をするため ・・・ 20.6 ％                        その他 ・・・1.4％ 

気分転換や暇つぶしのため ・・・ 14.0 ％ 

 

 気分転換や暇つぶしのため ・・・ 14.0 ％ 

                   「映画会」などの催しものに行くため ・・・ 0.2 ％  

その他 ・・・1.4％ 

 

 

家に本がある ・・・ 18.3 ％                         図書館の場所を知らない ・・・ 7.4 ％ 

本は買ってもらえる ・・・ 16.3 ％                    学校の図書館（室）を利用 ・・・ 6.4 ％ 

時間がない ・・・ 16.0 ％                          本のかり方がわからない ・・・ 3.8 ％ 

本を読むのが好きではない ・・・ 14.0 ％             その他 ・・・ 4.8 ％ 

図書館が遠い ・・・ 12.5 ％  

図書館が遠い ・・・ 12.5 ％  

市民アンケート調査（中学生）     ＜抜粋＞ 

調査期間        令和５年12月1日～１２月１５日             

 調査方法       学校を通じて配布 

回 答 数       470 
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◎電子書籍を読んでいる割合が 25.4%で、高校生についで高い数値となり、中学生にも電子書籍が浸透してい

ることがみてとれます。 

図書館の利用の有無については、「よく利用する」「たまに利用する」があわせて61.7％ですが、その一方で 

３８．３％が「利用したことがない」と回答しています。「図書館の場所を知らない」「本のかり方がわからない」こと

も結果につながっていると推察されるため、周知に努めていく必要があります。 

また、「本を読むのが好きではない」が１４.0％となっており、前回アンケートより 0.7%増え、子どもの読書離れ

が懸念されます。 

 

●ふだん本などを何で読みますか 

 

 

●図書館を行ったことがありますか 

 

 

●利用目的 

 

 

 

 

 

 

 

紙の本 ・・・ 81.9 ％   電子書籍 ・・・ 13.7 ％  オーディオブック ・・・ 1.1 ％   その他 ・・・ 2.1 ％ 

 

 

よく行く ・・・ 6.6 ％              たまに行く ・・・ 54.3 ％            行かない ・・・ 39.1 ％ 

 

 

 本などを読むため ・・・ 31.6 ％                  勉強をするため ・・・ 9.2 ％ 

本などを借りたり、返したりするため ・・・ 29.3 ％   「映画会」などの催しものに行くため ・・・ 1.1 ％  

気分転換や時間つぶしのため ・・・ 13.8 ％        その他 ・・・ 1.9 ％ 

調べ物をするため ・・・ 12.7 ％       

 

 

市民アンケート調査（小学生）      ＜抜粋＞ 

調査期間        令和５年12月1日～１２月１５日              

調査方法       学校を通じて配布 

回 答 数        961 
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●図書館へ行かない理由 

 

 

 

 

 

 

◎図書館の利用の有無について、「よく行く」「たまに行く」があわせて 60.9％ですが、39.1％が「行かない」と

回答しています。「図書館がどこにあるのか知らない」「本のかり方がわからない」ことも結果につながっていると

推察されるため、周知に努めていく必要があります。 

また、「本をよみたくない」が 6.6％となっており、前回アンケートより 2.8%増え、子どもの読書離れが懸念され

ます。 

 

家に本がある ・・・ 20.6 ％                          図書館が遠い ・・・ 9.6 ％  

時間がない ・・・ 14.9 ％                            本をよみたくない ・・・ 6.6 ％ 

本は買ってもらえる ・・・ 14.7 ％                      本のかり方がわからない ・・・ 4.4 ％ 

学校の図書館（室）に行く ・・・ 13.3 ％                その他 ・・・ 4.5 ％ 

図書館がどこにあるのか知らない ・・・ 11.3 ％          

図書館がどこにあるのか知らない ・・・ 11.3 ％ 
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「第3次所沢市図書館ビジョン」 策定経過 

■令和5年度 

令和5年 

 

 

 

 

 

 

 

6月 市民アンケート調査素案作成 

7月12日 
第 1回所沢市立所沢図書館協議会（協議：市民アンケート調査

案の内容について） 

10月11日 
第 2回所沢市立所沢図書館協議会（報告：市民アンケート調査

の内容について） 

11月9日～30日 市民アンケート調査（一般） 

12月1日～15日 市民アンケート調査（小学生・中学生・高校生） 

令和6年 1月20日～28日 分館利用者アンケート調査 

2月1日 
第 3 回所沢市立所沢図書館協議会（協議：「第 3 次所沢市図

書館ビジョン」基本方針） 

2月3日～11日 本館利用者アンケート調査 

■令和6年度 

令和6年 4～7月 第3次所沢市図書館ビジョン素々案策定準備 

7月10日 
第 1 回所沢市立所沢図書館協議会（諮問：「第 3 次所沢市図

書館ビジョン」策定について）、新委員任命 

7月 市民アンケート調査集計結果公表 

10月3日 
第 2回所沢市立所沢図書館協議会 (協議：「第 3次所沢市図

書館ビジョン」素案)、新委員任命 

12月1日 本館利用者懇談会開催 

11月 22日～12月

21日 
パブリックコメント手続実施 

令和7年 1月 「第3次所沢市図書館ビジョン」案作成 

2月5日 

第 3 回所沢市立所沢図書館協議会（協議：「第 3 次所沢市図

書館ビジョン」案） 

（答申：「第3次所沢市図書館ビジョン」について） 

3月 「第3次所沢市図書館ビジョン」策定 

■令和7年度 

令和7年 

4月 

「第3次所沢市図書館ビジョン」公表  

市政情報センター、図書館本・分館、まちづくりセンター、所沢市

HP、図書館HP 
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所沢市立所沢図書館協議会委員名簿  

氏  名 備  考 任 期 

高橋 順 所沢市立小学校長会(富岡小学校長) 令和6.5.30～ 

猪口 茂 所沢市立中学校長会(柳瀬中学校長) 令和6.5.30～ 

喜多濃 定人 第二なかよしこども園理事長 平成28.9.1～ 

及川 道之 秋草学園短期大学名誉教授 
平成24.9.1 

 ～令和6．8.31 

齋藤 千里 

所沢市連合婦人会／ 

児童・民生委員（明峰小学校読み聞かせ

ボランティア） 

平成30.9.1～ 

針生 清美 
柳瀬小学校図書ボランティア代表 

柳瀬荘黄林閣（国重要文化財）管理人 
令和2.9.1～ 

河本 直子 障害者ボランティア団体「デイジー所沢」 令和2.9.1～ 

秋本 敏 
元十文字学園女子大学 非常勤講師／ 

元ふじみ野市立図書館長 
平成30.9.1～ 

髙橋 宏司 文筆家 令和2.9.1～ 

土屋 深優 秋草学園短期大学助教 令和6.9.1～ 

藤本 浩志 早稲田大学人間科学学術院教授 令和2.9.1～ 
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